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総 務 部 総 務 課 

 



提 出 議 案 件 数 

 

１ 議   案                       １５件 

 ⑴ 条   例                       ３件 

                            （制定１件、改正２件） 

 ⑵ 予   算                       １件（補正１件） 

 ⑶ 決   算                       ６件 

 ⑷ そ の 他                       ３件 

  ① 工事請負契約の変更について              １件 

  ② 権利の放棄について                  １件 

  ③ 福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について    １件 

⑸ 人   事                       ２件（追加提案予定） 

① 川部財産区管理委員選任の同意を求めることについて 

② 澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについて 

 

２ 報   告                        ３件 

  ① 令和５年度いわき市水道事業会計継続費精算報告書について 

  ② 令和５年度いわき市下水道事業会計継続費精算報告書について 

  ③ 専決処分の報告について 

 

３ 提   出                        ５件 

  ・ 公益財団法人いわき市教育文化事業団外４法人の経営状況について 

 

４ 諮   問                        １件（追加提案予定） 

  ・ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 



 

ＮＯ．１  

議案番号  第１号  所属部課名  都市建設部  建築指導課  

案 件 名  

 

いわき市宅地 造成 及び特定盛土 等規 制法関係手数 料条 例の制定につ

いて  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により行う事務について徴収する

手数料に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するもの 。  
 

（  主  な  制  定  内  容  ）  
 

○  手数料（第３条関係）  

  規制区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工

事の許可の申請及び工事の変更の許可の申請に対する審査に係る手数料

の額を規定する。  

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積

をする土地の面積  

金   額  

宅地造成又は特

定盛土等の場合  

土石の堆積

の場合  

500㎡以内のもの  16,000円  11,000円  

500㎡を超え、 1,000㎡以内のもの  27,000円  13,000円  

1,000㎡を超え、 2,000㎡以内のもの  39,000円  16,000円  

2,000㎡を超え、 3,000㎡以内のもの  57,000円  19,000円  

3,000㎡を超え、 5,000㎡以内のもの  72,000円  28,000円  

5,000㎡を超え、 10,000㎡以内のもの  96,000円  31,000円  

10,000㎡を超え、 20,000㎡以内のもの  150,000円  38,000円  

20,000㎡を超え、 40,000㎡以内のもの  230,000円  52,000円  

40,000㎡を超え、 70,000㎡以内のもの  370,000円  72,000円  

70,000㎡を超え、 100,000㎡以内のもの  530,000円  100,000円  

100,000㎡を超えるもの  690,000円  130,000円  

※  変更許可申請は、変更部分に限定した面積の区分に応じた額とする。 

 

（施行日  令和６年９月１日）  

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  規制区域について  

・  宅地造成等工事規制区域  

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を

及ぼしうる区域。  

・  特定盛土等規制区域  

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土

等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域。  

 



 

ＮＯ．２  

議案番号  第２号  所属部課名  市民協働部  生活安全課  

案 件 名  

 

いわき市自転車等駐車場条例の改正について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

 「いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業」の施行にあたり、令

和３ 年 ３ 月に 廃 止 した い わ き駅 前 西 自転 車 専 用駐 車 場 に替 わ る 施設 と し

て、新たにいわき市並木の杜自転車専用駐車場を設置するため、所要の改

正を行うもの。  

 

（   改   正   内   容   ）  

 

１  名称及び位置の追加（第２条関係）  

名   称  位   置  

いわき市並木の杜自転車専用駐車場  いわき市平並木の杜１番地  

 

２  供用時間等の追加（第３条関係及び第４条関係）  

名称  入出場ができる時間 入出場ができない日 使用できる自転車等 

い わ き 市 い わ

き 駅 前 東 自 転

車等駐車場  

い わ き 市 湯 本

駅 前 自 転 車 等

駐車場  

午 前 ６ 時 か ら 午

後 ９ 時 30分 ま で

の時間  

１ 月 １ 日 か ら 同

月３日までの日  

⑴  自転車  

⑵  原動機付自  

転車  

い わ き 市 並 木

の 杜 自 転 車 専

用駐車場  

午 前 零 時 か ら 午

後 12時 ま で の 時

間  

無  自転車  

 

 

（施行日  市長が規則で定める日）  

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  いわき市並木の杜自転車専用駐車場の概要  

・  構    造 鉄骨造５階建（うち市営自転車専用駐車場は、１階部

分の一部）  

・  面    積 347.33㎡  

・  予定収容台数 304台（２段ラック式）  

・  使  用  料 無料  

 



 

ＮＯ．３  

議案番号  第３号  所属部課名  都市建設部  都市整備課  

案 件 名  

 

いわき市駐車場条例の改正について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

「いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業」の施行にあたり、令

和３年８月に廃止したいわき市いわき駅西駐車場に替わる施設として、新

たにいわき市並木の杜駐車場を設置するため、所要の改正を行うもの 。  

 

（  主  な  改  正  内  容  ）  

 

１  名称及び位置の追加（第２条関係）  

名   称  位   置  

いわき市並木の杜駐車場  いわき市平並木の杜１番地  

 

２  使用料の追加（第５条関係）  

名  称  区   分  使用料  

並 木 の 杜

駐車場  

普通自動車、小型自動車及び

軽自動車（積載物も含め、長

さ ５ ｍ 以 下 、 高 さ 2.1ｍ 以 下

及び幅 1.95ｍ以下 のものに限

る。）  

40分まで  無料  

40分を超え１時間

まで  
200円  

１時間を超えると

き 30分までごとに  
100円  

※  自 動 車 を 入 場 さ せ た 時 点 か ら 24時 間 ま で ご と の 使 用 料 の 額 は 、

1,000円を限度とする。  

 

３  定期駐車券の追加（第７条関係）  

名  称  種  類  金  額  

並木の杜駐車場  １月券  19,800円  

３月券  56,500円  

６月券  107,000円  

12月券  190,100円  

 

（施行日  市長が規則で定める日）  

摘 
 

要 

 

〇  いわき市並木の杜駐車場の概要  

・  構    造 鉄骨造５階建（うち市営駐車場は、１～３階部分の一部） 

・  面    積 1,756.38㎡  

・  予定収容台数 121台（時間使用： 100台、定期使用： 21台）  

 



 

ＮＯ．４  

議 案 番 号  第４号  所属部課名  財政部  財政課  

案 件 名  

 

令和６年度いわき市補正予算  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

・  令和６年度いわき市一般会計補正予算（第３号）  

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  主な内容は別紙  

 



 

ＮＯ．５  

議 案 番 号  第５号  所属部課名  水道局  経営戦略課  

案 件 名  

 

令 和 ５ 年 度 い わ き 市 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 に つ い

て  

主 

な 

内 

容 

 

令和５年度いわき 市水道事業会計未処分利益剰余金 14億 3,568万 3,250円

の う ち 、 ６ 億 1,478万 3,168円 を 減 債 積 立 金 に 積 み 立 て 、 ８ 億 2,090万 82円

を資本金に組み入れることについて、地方公営企業法第 32条第２項の規定

により議会の議決を求めるとともに、同法第 30条第４項の規定により、同

会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すもの。  

 

議 案 番 号  第６号  所属部課名  水道局  経営戦略課  

案 件 名  

 

令 和 ５ 年 度 い わ き 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定

について  

主 

な 

内 
容 

 

 令 和 ５ 年 度 い わ き 市 工 業用 水 道 事 業 会 計 未処 分 利 益 剰 余 金 １億 1,031万

2,600円 を 建 設 改 良 積 立 金 に積 み 立 て る こ と につ い て 、 地 方 公 営企 業 法 第

32条第２項の規定により議会の議決を求めるとともに、同法第 30条第４項

の規定により、同会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すも

の。  

 

議 案 番 号  第７号  所属部課名  医療センター事務局 経営企画課  

案 件 名  

 

令和５年度いわき市病院事業会計決算の認定について  

主 

な 

内 

容 

 

 地方公営企業法第 30条第４項の規定により、令和５年度いわき市病院事

業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すもの。  

 



 

ＮＯ．６  

議 案 番 号  第８号  所属部課名  生活環境部  経営企画課  

案 件 名  

 

令 和 ５ 年 度 い わ き 市 下 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 に つ

いて  

主 

な 

内 

容 

 

令和５年度いわき 市下水道事業会計未処分利益剰余金 13億 2,222万 1,802

円 の う ち 、 ４ 億 3,046万 8,245円 を 減 債 積 立 金 に 積 み 立 て 、 ８ 億 9,175万

3,557円 を 資 本 金 に 組 み 入 れる こ と に つ い て 、地 方 公 営 企 業 法 第 32条 第 ２

項の規定により議会の議決を求めるとともに、同法第 30条第４項の規定に

より、同会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すもの。  

 

議 案 番 号  第９号  所属部課名  生活環境部  経営企画課  

案 件 名  

 

令 和 ５ 年 度 い わ き 市 地 域 汚 水 処 理 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認

定について  

主 

な 

内 
容 

 

 令 和 ５ 年 度 い わ き 市 地 域 汚 水 処 理 事 業 会 計 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,386万

8,658円 を 建 設 改 良 積 立 金 に積 み 立 て る こ と につ い て 、 地 方 公 営企 業 法 第

32条第２項の規定により議会の議決を求めるとともに、同法第 30条第４項

の規定により、同会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すも

の。  

 

議 案 番 号  第１０号  所属部課名  生活環境部  経営企画課  

案 件 名  

 

令和５年度いわき市農業集落排水事業会計決算の認定について  

主 

な 

内 

容 

 

 地方公営企業法第 30条第４項の規定により、令和５年度いわき市農業集

落排水事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付すもの。  

 



 

ＮＯ．７  

議 案 番 号  第１１号  所属部課名  土木部  河川課  

案 件 名  

 

工事請負契約の変更について  

主 
 

な 
 

内 
 

容 

 

「緊急水災害対策排水施設整備事業（渋井川）躯体工事」  

 

令和４年いわき市 議会９月定例会議案第 46号（工事請負契約）及び令和

５年いわき市議会 12月定例会議案第 23号（工事請負契約の変更）で議決さ

れ た 本 工 事 に つ い て 、 工 期 内 に 賃 金 や 工 事 材 料 の 価 格 に 著 し い 変 動 が 生

じ、受注者からのスライド協議請求に対応すること等から、契約金額を変

更するもの。  

 

（   変   更   内   容   ）  

契約内容  変  更  前  変  更  後  

契約金額  金 194,700,000円  金 213,499,000円  

 

摘 
 

 
 

 

要 

 

〇  契約の相手方  

  いわき市平字尼子町60番地の１  

堀江工業株式会社  

  代表取締役社長  長谷川  浩  一  

 

○  工  期  

  議会の議決を経た日の翌日（令和４年９月16日）から  

令和６年９月 30日まで  

 

○  工事概要  

令和元年東日本台 風に伴う二級河川好間川の増水により被害を受けた

市管理河川（渋井 川）との合流部において、好間川からの逆流防止を目

的に福島県が実施 する樋門整備に併せ、宅地側の浸水被害の軽減を図る

ため、ポンプゲート設備を設置するための躯体を新設するもの。  

 

・  排水施設躯体工（Ｗ＝4.8ｍ  Ｈ＝ 5.1ｍ  Ｌ＝ 23.9ｍ）  １式  

・  工事場所  いわき市好間町下好間字渋井地内  

 



 

ＮＯ．８  

議案番号  第１２号  所属部課名  総務部  総務課  

案 件 名  

 

権利の放棄について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

 遺言者の相続財産について遺贈を受ける権利を放棄するため、地方自治

法第 96条第１項第 10号の規定により、議会の議決を求めるもの。  

 

１  放棄する権利  遺言者の相続財産について遺贈を受ける権利  

 

２  遺   言   者   

 氏  

 

３  放棄する理由  全財産を本市に寄附する旨の遺言について、遺言者の  

権利及び義務を負担する包括遺贈であり、遺言者の債  

務関係を把握することが困難であるなど、将来にわた  

り負担が生じるおそれがあるため、当該権利を放棄す  

るものである。  

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  遺贈  

遺言者が遺言によって自己の財産を相続人や相続人以外に与える処分

行為で、包括遺贈は遺産の全部または一定割合で示された部分の処分。  

 

○  状況等  

・  令和４年１月 22日  遺言者死亡  

・  令和５年９月８日  遺言書により本市が受遺者であることを覚知  

・  令和５年 12月 27日  福島家庭裁判所いわき支部より包括遺贈の承認  

又は放棄をする期間を令和６年８月 19日まで伸  

長する審判  

・  令和６年８月 19日  包括遺贈の承認又は放棄の伸長期限  

 



 

ＮＯ．９  

議案番号  第１３号  所属部課名  市民協働部  国保年金課  

案 件 名  

 

福島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

令和５年６月９日に公布された「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」により高齢

者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、マイナンバーカードと健

康保険証が一体化されることに伴い、福島県後期高齢者医療広域連合規約

が変更されることから、地方自治法第 291条の 11の規定により、議会の議

決を求めるもの。  

 

（   改   正   内   容   ）  

 

〇  広域連合の処理する事務の改正（別表第２（第４条関係）関係）  

現    行  改    正  

⑴  被保険者の資格管理に関する

申請及び届出の受付  

⑵  被保険者証及び資格証明書の

引渡し  

⑶  被保険者証及び資格証明書の

返還の受付  

⑷  医療給付に関する申請及び届

出の受付並びに証明書の引渡し  

⑸  保険料に関する申請の受付  

⑹  前各号の事務に付随する事務  

⑴  被保険者の資格管理に関する

申請及び届出の受付  

⑵  資格確認書等＠＠＠＠＠＠の

引渡し  

⑶  資格確認書等＠＠＠＠＠＠の

返還の受付  

⑷  医療給付に関する申請及び届

出の受付並びに証明書の引渡し  

⑸  保険料に関する申請の受付  

⑹  前各号の事務に付随する事務  
 

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  地方自治法第 291条の３第１項（抜粋）  

広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理

する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関

係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けな

ければならない。  

 

○  地方自治法第 291条の 11（抜粋）  

第 291条の３第１項の協議については、関係地方公共団体の議会の議

決を経なければならない。  

 



 

ＮＯ．１０  

報 告 番 号  第１号  所属部課名  財政部  財政課  

案 件 名  

 

令和５年度いわき市水道事業会計継続費精算報告書について  

主 

な 

内 

容 

 

・  鹿島・常磐水系幹線新設工事（第４工区）  

摘 

要 

 

 

報 告 番 号  第２号  所属部課名  財政部  財政課  

案 件 名  

 

令和５年度いわき市下水道事業会計継続費精算報告書について  

主 

な 

内 

容 
 

・  南部浄化センター汚泥脱水設備増設（機械・電気）事業  

・  関田ポンプ場雨水ポンプ設備増設（機械・電気）事業  

・  東部浄化センター合流ポンプ設備新設（機械・電気）事業  

・  東部浄化センター滞水池設備新設（機械・電気）事業  

摘 

要 

 

 



 

ＮＯ．１１  

報 告 番 号  第３号  所属部課名  土木部  道路管理課  

案 件 名  

 

専決処分の報告について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

地 方 自 治 法 第 180条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 か ら 指 定 さ れ て い る 事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。  

 

令和６年１月 18日、いわき市小島町 二丁目 16番の 11地先の市道内郷・平

線において、道路管理瑕疵により発生した物損事故に係る損害賠償額の決

定。  

 

事 故 の 種 類 相  手  方  損害賠償額  専決処分年月日  

物 損 事 故 

 

 

 

    氏  

 

金 434,192円  令和６年６月５日  

 

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  事故の状況等  

  令和６年１月 18日午後６時 45分頃、被害車両が市道内郷・平線から民

地駐車場へ進入す る際、歩道部の地 先境界ブロックが 跳ね上がり、車体

底部を破損したもの。  

 



 

ＮＯ．１２  

報 告 番 号  第３号  所属部課名  総務部  人事課  

案 件 名  

 

専決処分の報告について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

地 方 自 治 法 第 180条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 議 会 か ら 指 定 さ れ て い る 事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。  

 

令和６年４月５日 、いわき市渡辺町 上釜戸字瀬峰 95番地先の県道 14号い

わき石川線において引き起こした公務上の交通事故に係る損害賠償額の決

定。  

 

事 故 の 種 類 相  手  方  損害賠償額  専決処分年月日  

物 損 事 故 

 

 

 氏  

 

金 474,261円  令和６年６月 21日  

 

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  事故の状況等  

  令和６年４月５日午後３時 34分頃、訪問先敷地内から県道へ右折進入

しようとした際、 確認不十分により 、県道を走行中の 被害車両と衝突し

たもの。  

 



 

ＮＯ．１３  

報告番号  第３号  所属部課名  土木部  道路管理課  

案 件 名  

 

専決処分の報告について  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、議会から指定されている事

項を専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するもの。  

 

令和４年６月２日、いわき市好間町下好間字中島 71番の２地先の市道叶

田・中島線において、道路管理瑕疵により発生した人身事故に係る損害賠

償額の決定。  

 

事 故 の 種 類 相  手  方  損害賠償額  専決処分年月日  

人 身 事 故 

 

 

 氏  

（本  人）  

 氏  

（親権者）  

 

金 85,759円  令和６年６月 21日  

 

摘 
 

 
 

 

要 

 

○  事故の状況等  

  令和４年６月２日午後３時 30分頃、市道叶田・中島線において、被害

者が通行中、破損していた側溝のグレーチング蓋と集水桝の間に生じた

隙間に右足が落ち、負傷したもの。  

 



 

ＮＯ．１４  

提 出   所属部課名    

案 件 名  

 

 

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

 地方自治法第 243条の３第２項の規定により提出するもの。  

 

１  公益財団法人いわき市教育文化事業団経営状況について  

２  一般財団法人いわき市勤労者福祉サービスセンター経営状況について  

３  常磐湯本温泉株式会社経営状況について  

４  一般財団法人福島県いわき処分場保全センター経営状況について  

５  株式会社いわき市観光物産センター経営状況について  

摘 
 

 
 

 

要 

 

 



 

ＮＯ．１５  

議 案 番 号  第  号  所属部課名  農林水産部  林業振興課  

案 件 名  

 

川部財産区管理委員選任の同意を求めることについて  

（  追  加  提  案  予  定  ）  

主 

な 

内 

容 

 

 川部財産区管理委員７人のうち、１人の任期が令和６年８月 11日、１人

の任期が令和６年９月 30日で満了となるため、新たに選任するに当たり、

いわき市川部財産区管理会条例第３条の規定により、議会の同意を求める

もの。  

摘 

要 

 

・  定   数   ７人  

・  任   期   ４年  

 

議 案 番 号  第  号  所属部課名  農林水産部  林業振興課  

案 件 名  

 

澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについて  

（  追  加  提  案  予  定  ）  

主 

な 

内 

容 
 

 澤渡財産区管理委員７人のうち、１人の任期が令和６年 12月 17日で満了

となるため、新たに選任するに当たり、いわき市澤渡財産区管理会条例第

３条の規定により、議会の同意を求めるもの。  

摘 

要 

 

・  委員定数   ７人  

・  任   期   ４年  

 



 

ＮＯ．１６  

諮 問 番 号  第１号  所属部課名  市民協働部  男女共同・多文化共生センター 

案 件 名  

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

（  追  加  提  案  予  定  ）  

主 
 

 
 

な 
 

 
 

内 
 

 
 

容 

 

 人権擁護委員 20人のうち、３人の任期が令和６年 12月 31日で満了となる

ため、新たに推薦するに当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求めるもの。  

摘 
 

 
 

 

要 

 

・  委員定数   20人  

・  任   期   ３年  

 


